
                 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 本日 10 月 1 日（金）   

《あつきた》は、御家庭に対策の徹底を 

お願いする文書を発行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難な状況が続きますが、子どもに 

安心で安全な学校生活を提供できるよう 

      《あつきた》は、継続して取り組みます。 

 

  9 月 30 日（木） に  

新型コロナウイルス対策緊急事態宣言が解除されました。 

札幌市は 10 月 1 日～30 日秋の再拡大防止特別対策 となります。 

 

 

2021 年 9 月 30 日付で、 

札幌市は 

 [教育活動のガイドライン]に 

ついて 8 月 26 日以来の改訂を 

行いました。 

 

「学習」 「学校行事」 「給食指導」 

など、様々な内容が記されて 

います。 

  

《あつきた》 の  

教育課程・指導内容も 適切に 

見直しを進めます。 

 

                              感染拡大状況が続く中、 

出席停止の基準に 

追記がありました。 

札幌市 [ 教育活動ガイドライン ] が改訂されました。 

[教育活動のガイドライン]は 

札幌市公式ホームページに 

掲載されております。 2021.9.30 札幌市「教育活動のガイドライン」改訂 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あああ 

                                                      「緊急事態宣言 解除」 とはいえ、 

札幌市の感染レベルは 「２」。 

                                           継続した対応 が求められています。 

 

                                         各御家庭の御理解と御協力を、 

改めてお願いいたします。 

 

 

 

■ 健康観察を 引き続き 実施します。 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

■ 感染者発生の場合… 

 

学級閉鎖 濃厚接触者 PCR 検査 

対応が変わります 御確認ください。 

 

                                                  

 

《あつきた》は、引き続き 

 安心・安全な学校生活を 

               目指します。 

 

 

 

■ 出席停止 基準を 御確認ください。 

 

                    詳細は、次頁に掲載しています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【札幌市教育委員会 発出】 


